
　　　　　　　　　主　　　　文

　　　　　原判決中被告人Ａに関する部分を破棄する。

　　　　　被告人Ａを罰金一五〇〇円に処する。

　　　　　右罰金を完納することができないときは金二〇〇円を一日に換算した期

間労役場に留置する。

　　　　　第一審における訴訟費用中証人Ｂ、同Ｃ、同Ｄ、同Ｅ、同Ｆ、同Ｇ、同

Ｈ、同Ｉに支給した分は被告人Ａと原審相被告人Ｊ、同Ｋとの連帯負担とする。

　　　　　被告人Ａに対し公職選挙法二五二条一項の規定を適用しない。

　　　　　　　　　理　　　　由

　弁護人海野普吉、同高橋禎一、同柳沼八郎の上告趣意第三点について。

　所論は、原判決は被告人から金一〇〇円を没収する旨言い渡しているが、被告人

はＬ外七名に対しＭ候補から来た酒だといつて一人前一〇七円相当の酒肴を饗応し

た者であつて、饗応を受けた者ではないので、同人から金一〇〇円を没収すること

は、公職選挙法二二四条の解釈を誤り、憲法三一条にも違反すると主張する。

　よつて記録を調べてみると、被告人が衆議院議員総選挙に立候補したＭのための

選挙運動の報酬として、Ｋから金五〇〇円の供与を受けたとの公訴事実については、

第一審判決において無罪を言い渡されて確定し、控訴審判決は、被告人が前示Ｍ候

補の当選を得しめる目的で、昭和二八年四月一六日選挙人であるＬ外七名に対しＭ

候補から来た酒だといつて一人前金一〇七円相当の酒肴の饗応をした事実のみにつ

き有罪と認めて被告人を罰金一五〇〇円に処すると共に公職選挙法二二四条を適用

して被告人から現金一〇〇円を没収したこと明らかである。しかしながら、公職選

挙法二二四条には「収受し又は交付を受けた利益は、没収する」と規定されている

のであるから、被告人が前記のとおり他人を饗応した事実についてのみ有罪と認定

された本件の場合においては、前記選挙法の規定を適用して被告人から金円を没収
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することのできないことはいうまでもないところである。それ故、原判決が被告人

から金一〇〇円を没収したことは違法であり、原判決を破棄しなければ著しく正義

に反するものと認められるので、他の論旨について判断するまでもなく、被告人に

対する原判決を破棄すべきものとする。

　よつて、刑訴四一一条一号、四一三条但書により原判決中被告人Ａに関する部分

を破棄し、被告事件について判決をすることとし、原判決の確定した事実（判示第

三の事実）に法令を適用すると、被告人の所為は公職選挙法二二一条一項一号に該

当するから所定刑中罰金刑を選択し、その金額の範囲内で被告人を罰金一五〇〇円

に処し、罰金不完納の場合における換刑処分につき刑法一八条、訴訟費用の負担に

つき刑訴一八一条一項本文、一八二条、公民権を停止しないことにつき公職選挙法

二五二条三項を各適用して、裁判官全員一致の意見で主文のとおり判決する。
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